
 

 

令和６年度平川市求人情報発信支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 市は、商工業の振興を図るため、市内の事業者等が行う人材確保の取組に関する事業に要す

る経費について、当該年度の予算の範囲内において、平川市求人情報発信支援事業補助金（以下

「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、平川市補助金等の交付に関す

る規則（平成１８年平川市規則第５３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要

綱の定めるところによる。 

 

  (補助対象者） 

第２ 補助金の交付の対象となる事業者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に掲げる要

件をすべて満たす者とする。 

（１）市内に本社又は主たる事業所を置く事業者等。ただし、市内事業所の雇用確保を目的とす 

  る場合に限る。 

 （２）住民税等の滞納がない者（個人事業主の場合は世帯員全員を含む） 

 （３）平川市暴力団排除措置要綱第２条に規定する暴力団及び暴力団員等でない者 

 

 （補助対象事業及び補助対象経費等） 

第３ この補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）及び経費（以下「補

助対象経費」という。）等は、別表のとおりとする。ただし、消費税は補助対象経費としない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象事業から除くもの

とする。 

（１）補助金の交付決定以前に着手している事業。ただし、やむを得ないと認める事情がある場

合はこの限りではない。 

（２）政治活動又は宗教活動を主たる目的とする事業。 

（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律１２２号）第２条に

定める事業。 

（４）公序良俗に反する事業。 

（５）国、県、市その他の団体が実施する補助金等の交付を受けている又は受ける予定がある事

業。 

（６）その他市長が不適当であると認める事業。 

 

(補助対象期間） 

第４ 補助対象期間は、原則として当該年度内とする。ただし、やむを得ない事情があると市長が

認めた場合は、この限りではない。 

 

 （補助金額及び補助率等） 

第５ 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内とし、２００千円を限度とする。 

２ 前項の規定により算出された補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 

（交付申請） 

第６ 補助金の交付を受けようとする者は、平川市求人情報発信支援事業補助金交付申請書（様式



 

 

第１号）に次に掲げる書類を添付し、令和７年２月２８日までに市長に提出しなければならない。 

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

（３）定款、規約等 

（４）市内に住所を置く申請者の場合は、住民税等収納状況調査同意書 

（５）市外に住所又は本社を置く申請者の場合は、個人事業者は申請者及び世帯員全員に係る 

納税証明書、法人は住民税等収納状況調査同意書 

（６）補助対象経費に係る見積書（別表に掲げる経費区分ごとの金額がわかるもの）の写し 

（７）その他市長が必要と認める書類 

２ 補助金の交付申請は、１補助対象者当たり１年度につき１回までとする。 

 

（交付の条件） 

第７ 補助金の交付の決定がなされた場合は、規則第５条の規定による条件を付するものとし、補

助事業の事業内容の変更、中止又は廃止しようとするときは、補助金等変更承認申請書（様式第

４号）又は補助金等中止(廃止)承認申請書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

 

（補助金の請求） 

第８ 補助金の交付を受けようとする者は、規則第１３条第 1項の規定による補助金等の額の確定

通知を受けた後に、補助金請求書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第９ 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の完了から起算して３０日を経過した日又は令和

７年３月３１日のいずれか早い期日までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければなら

ない。 

（１）実績報告書（様式第７号） 

（２）事業実績書（様式第８号） 

（３）収支精算書（様式第９号） 

（４）補助事業の実施状況を示す写真等 

（５）補助対象経費の支払に係る領収書の写し等 

（６）その他市長が必要と認める書類 

 

（帳簿及び関係書類の整理・保管） 

第１０ 補助金の交付を受けた者は、収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとと

もに、これらの帳簿及び書類を、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して５年間保管しな

ければならない。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



 

 

別表（第３関係） 

 補助対象事業及び補助対象経費 

※ 消費税は補助対象経費としない。 

補 助 対 象 事 業 
補助対象経費 

経費区分 内訳 

１ 就職情報サイト

等による求人情報

発信事業 

１．掲載料 

 

就職情報サイト等を利用するために要する経費 

（同一の就職情報サイト等を複数年利用する場合

は、利用開始年度に係る分のみを対象とする。） 

２ 就職イベント参

加事業 

１．出展料 

 

就職イベント、合同説明会等に参加・出展するた

めに要する経費 

２．展示装飾費 小間を飾り付けるための経費 

３．搬送費 資料・展示品等の搬送経費 

４．交通費 (1)公共交通機関を利用した際の経費 

(2)高速道路等を利用した際の経費 

（交通費は２人分までを限度とする。） 

５．宿泊費 (1)宿泊に要した経費又は１人１泊１万円のいず

れか低い額。 

(2)出展日の前後日を含めた泊数により算定した

額を限度とする。 

(3)食事代は対象外とする。ただし、宿泊費に食事

代が含まれている場合は対象とする。 

（宿泊費は２人分までを限度とする。） 

３ 企業紹介パンフ

レット等作成事業 

１．資料製作費 求人情報発信を目的とした、会社紹介用のパンフ

レット等を作成するために要する経費 

４ 求人広告掲載事

業 

１．広告宣伝費 求人広告等に係る経費（無期雇用に限る。） 

５ 企業ホームペー

ジ整備事業 

１．委託費 運用中の企業ホームページ等の求人情報発信に係

るページを追加又は改修するために要する経費 

（追加又は改修は当初実施の１回分のみ対象とす

る。プロバイダー料や保守管理等のホームページ

全体の運営に係る経費は対象外。） 


